
2026年度

じんけんしばた　　　   カレンダー
人権に関する強調月間や週間、記念日などを紹介します。
年間を通して人権について考え、理解を深めていきましょう。

新発田市問合せ：新発田市人権啓発課　新発田市中央町３丁目３番３号　電話 0254-28-9630

  守ろう個人情報！防ごう身元調査！「本人通知制度」に登録を！
　市では、住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交付したとき、事前に登録した人に、交付
したことを通知する「本人通知制度」を実施しています。
　全国各地で戸籍謄本や住民票などを不正に取得し身元調査を行うといった事件が起きています。
　本人通知制度への登録が広がることで、不正取得を抑制し、権利侵害の防止につながります。
　あなたやあなたの大切な人の個人情報を守るためにも、本人通知制度に登録をお願いします。

2026（令和８）年 3月発行

人権全般に関すること
●新発田市人権啓発課
　☎0254-28-9630
　月～金　８:30～17:15

●新潟地方法務局新発田支局
　☎0254-24-7102
　月～金　９:00～16:00

●新発田市隣保館
　☎0254-26-5984
　火～土　９:00～17:00

●みんなの人権110番
　（全国共通人権相談ダイヤル）
　☎0570-003-110
　月～金　８:30～17:15

女性・DVに関すること
●新発田市人権啓発課
　☎0254-28-9630
　月～金　８:30～17:15

●新潟県男女平等推進相談室
　☎025-285-6605
　火～金　11:00～17:30
　土　　　10:00～16:30
　※�いずれも12:30～13:40

は受付休止

●新発田市社会福祉課
　☎0254-28-9222
　月～金　９:00～16:00

●DV相談ナビ
　☎#8

は れ れ ば

008
　月～金　８:30～17:15

●性暴力被害者支援センターにいがた
　☎025-281-1020
　24時間受付

●新潟県女性福祉相談所
　（新潟県配偶者暴力相談支援センター）
　☎025-381-1111
　月～金　８:30～17:15

●DV相談+（プラス）
　☎0120-2

つ な ぐ

79-8
は や く

89
　24時間受付　　

●�性犯罪・性暴力被害者のため
のワンストップ支援センター
　☎# 8

はやくワンストップ

891
　24時間受付
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●新発田市こども課
　☎0254-26-3257
　月～金　８:30～17:15
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●新発田市学校教育課
　☎0254-22-9532
　月～金　８:30～17:15
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　８:30～17:15

高齢者に関すること
●新発田市高齢福祉課
　☎0254-28-9200
　月～金　８:30～17:15

●新発田市地域包括支援センター
・中央 ☎0254-26-2400
・東　 ☎0254-31-2001
・西　 ☎0254-28-7447
・南　 ☎0254-28-0112
・北　 ☎0254-41-4646

障がいのある人に関すること
●新発田市社会福祉課
　☎0254-28-9223
　月～金　８:30～17:15

●�新発田市障がい者基幹相談支援センター
　☎0254-20-3050
　月～金　８:30～17:15

その他
●市民相談センター、消費生活センター
　☎0254-28-9110
　月～金　９:00～16:00（受付は15:30まで）

●弁護士による法律相談（要予約）
　☎0254-28-9630（受付：新発田市人権啓発課）
　毎月第３水曜日　14:00～17:00

人権に関する相談窓口

詳しくは

▲こちら
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その質問、『その人自身』を
見ていますか？
身元調査は
重大な人権侵害です。

　新発田市では毎年、12月の人権
週間に合わせ、様々な催しを通して
「人権」について考えるイベントを開
催しています。イベントに参加して人
権意識を深めませんか？
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新発田市では
多様な性のあり方を尊重し
「新発田市パートナーシップ・
ファミリーシップ制度」を
実施しています。

性別に関係なく活躍できる多様性社会へ

しばた人権フェスティバル（12/6）しばた人権フェスティバル（12/6）

　新発田市では「核兵器廃絶平和都市」を宣言
し、様々なイベントを行っています。
　「平和のつどい」では、若者の平和活動発表や
講演会などを予定しています。
　この機会に平和の大切さについて一緒に考えて
みませんか？

しばた平和のつどい（8/22）

イベント
に

参加して

みよう！

社会全体で
ジェンダー平等や
女性の権利を
考えよう。

DV被害は一人で
悩まず相談を！
相談先は裏面を
ご覧ください。

DV被害は一人で
悩まず相談を！
相談先は裏面を
ご覧ください。
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11月12日～25日

女性に対する暴力を
なくす運動

　・新潟県拉致問題等
　  啓発月間
　・児童虐待防止推進月間

11月

12月３日～９日　 障害者週間
12月４日～10日　 人権週間　　　　　　12月10日　 人権デー
12月10日～16日　北朝鮮人権侵害問題啓発週間

12月

３月８日
国際女性デー

６月23日～29日
男女共同参画週間

８月６日　広島「原爆の日」　８月９日　長崎「原爆の日」
８月15日　終戦の日

３月21日
国際人種差別撤廃デー 3月

新発田市ではこどもの
権利などを定めた
「新発田市こども基本条例」を
制定しています。

５月５日～11日
こどもまんなか
児童福祉週間

５月１日～７日　 憲法週間

プライド月間

5月

情報流通
プラットフォーム

対処法

　誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するために
・SNSやサイト等の運営者に対し、削除など対応の迅速化、運用状況の透

明化を義務化

障害者差別
解消法

　障がいのある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会になるために
・「不当な差別的取扱い」の禁止 ・合理的配慮（※）の提供
（※）障がいのある人から、社会の中にある障壁（バリア）を取り除くために対応を求められた際に、過

度な負担にならない範囲で対応すること。

ヘイトスピーチ
解消法

　日本に住む外国籍や外国にルーツがある人たちへの不当な差別的言動をなくすために
・特定の人種や民族、宗教への差別をあおる憎悪表現（ヘイトスピーチ）の

抑止・解消

部落差別解消
推進法

　部落差別のない社会を実現するために
・国として初めて「部落差別」の存在を認めた
・部落差別の解消に関する施策の実施、相談体制の充実が求められている

インターネットでの
誹謗中傷は、
法改正により
厳罰化が進んでいます。

8月

6月

知っておこう！人権を守る法律

パープルリボン ブルーリボン 市庁舎ブルーライトアップ オレンジリボン

障がいのある人も
ない人も自分らしく。

違法な身元調査を
防ぐために

「本人通知制度」に
登録しよう！
詳しくは裏面を
ご覧ください。

シンボルの花
ミモザ

『誰か』のこと
じゃない

イベント
に

参加して

みよう！
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拉致のブルーリボンは正式にはこちらの形になりますので変更させていただきました


